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(57)【要約】
【課題】スコープ内の通信手段に不具合が生じた場合で
あってもＣＭＯＳセンサの撮像動作を適切に制御する。
【解決手段】光源２１は被写体を照明するための照明光
Ａを出力する。制御信号光発信器２２は可視光以外の波
長域の制御信号光Ｂを出力する。光ファイバ１２は、ス
コープ内に設けられ、照明光Ａと制御信号光Ｂをスコー
プ１０の先端から被写体Ｓに向けて照射する。ＣＭＯＳ
センサ１６はスコープ１０の先端に設けられ、照明光Ａ
の被写体Ｓによる反射光を受光して、被写体像を撮像す
る。制御信号光検出部はＣＭＯＳセンサ１６の受光面の
一部に、被写体Ｓによって反射された制御信号光Ｂを受
光する。ＣＭＯＳセンサ１６の撮像動作は制御信号光Ｂ
に基づいて制御される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を照明するための照明光を出力する光源と、
　可視光以外の波長域の制御信号光を出力する制御信号発信器と、
　スコープ内に設けられ、前記照明光と制御信号光を前記スコープの先端から前記被写体
に向けて照射するための光ファイバと、
　前記スコープの先端に設けられ、前記照明光の前記被写体による反射光を受光して、被
写体像を撮像するＣＭＯＳセンサとを備え、
　前記ＣＭＯＳセンサの受光面の一部に、前記被写体によって反射された前記制御信号光
を受光するための制御信号光検出部が形成され、
　前記ＣＭＯＳセンサの撮像動作が前記制御信号光に基づいて制御されることを特徴とす
る電子内視鏡の撮像動作制御装置。
【請求項２】
　前記受光面に前記被写体像を撮像するための撮像面が設けられ、前記制御信号光検出部
が前記撮像面を囲繞する外周縁部に形成されることを特徴とする請求項１に記載の撮像動
作制御装置。
【請求項３】
　前記制御信号光検出部の表面に、可視光をカットするフィルタが設けられることを特徴
とする請求項１に記載の撮像動作制御装置。
【請求項４】
　前記ＣＭＯＳセンサが前記制御信号光を適切な状態で受光しているか否かを判断する受
光判断手段と、
　前記ＣＭＯＳセンサ内に設けられ、前記制御信号光を適切な状態で受光していないこと
が前記受光判断手段によって判断されたときに、前記撮像動作を制御する自己制御手段と
を備えることを特徴とする請求項１に記載の撮像動作制御装置。
【請求項５】
　前記自己制御手段が前記撮像動作を制御している間に、前記制御信号光を適切な状態で
受光していると判断されたとき、前記自己制御手段の駆動が停止され、前記撮像動作が前
記制御信号光に基づいて制御されるように切り替えられることを特徴とする請求項４に記
載の撮像動作制御装置。
【請求項６】
　前記撮像動作を制御するために前記ＣＭＯＳセンサに対して電気信号を出力する電気制
御手段をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の撮像動作制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子内視鏡に関し、より詳しくはスコープの先端に設けられるＣＭＯＳセンサ
の撮像動作を制御する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子内視鏡のスコープの先端に設けられる撮像素子として、特許文献１には、ＣＭＯＳ
センサを採用することが開示されている。ＣＭＯＳセンサはＣＣＤとは異なり、ＣＭＯＳ
センサの回路基板に電子回路を組み込むことができ、この電子回路によって、例えば電子
シャッタ速度や出力ゲインを変更すること等のように撮像動作を制御することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－６８９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ＣＭＯＳセンサにおける撮像動作のため、スコープの中には制御用通信線が設けられ、
この通信線を介して伝送される電気信号によって撮像動作が制御される。しかし、何らか
の原因で通信線が電気信号を伝送できなくなったりすると、ＣＭＯＳセンサを制御するこ
とが不可能になり、被写体像が検出できなくなるという問題が発生する。
【０００５】
　本発明は、スコープ内の制御用通信線等の通信手段に不具合が生じた場合であってもＣ
ＭＯＳセンサの撮像動作を適切に制御することを可能にすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る電子内視鏡の撮像動作制御装置は、被写体を照明するための照明光を出力
する光源と、可視光以外の波長域の制御信号光を出力する制御信号発信器と、スコープ内
に設けられ、照明光と制御信号光をスコープの先端から被写体に向けて照射するための光
ファイバと、スコープの先端に設けられ、照明光の被写体による反射光を受光して、被写
体像を撮像するＣＭＯＳセンサとを備え、ＣＭＯＳセンサの受光面の一部に、被写体によ
って反射された制御信号光を受光するための制御信号光検出部が形成され、ＣＭＯＳセン
サの撮像動作が制御信号光に基づいて制御されることを特徴としている。
【０００７】
　好ましくは受光面に被写体像を撮像するための撮像面が設けられ、制御信号光検出部は
撮像面を囲繞する外周縁部に形成される。また制御信号光検出部の表面に、可視光をカッ
トするフィルタが設けられてもよい。
【０００８】
　撮像動作制御装置は、ＣＭＯＳセンサが制御信号光を適切な状態で受光しているか否か
を判断する受光判断手段と、ＣＭＯＳセンサ内に設けられ、制御信号光を適切な状態で受
光していないことが受光判断手段によって判断されたときに、撮像動作を制御する自己制
御手段とを備えていてもよい。この場合、自己制御手段が撮像動作を制御している間に、
制御信号光を適切な状態で受光していると判断されたとき、自己制御手段の駆動が停止さ
れ、撮像動作が制御信号光に基づいて制御されるように切り替えられてもよい。
【０００９】
　好ましくは、撮像動作を制御するためにＣＭＯＳセンサに対して電気信号を出力する電
気制御手段をさらに備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、スコープ内の制御用通信線等の通信手段に不具合が生じた場合であっ
てもＣＭＯＳセンサの撮像動作を適切に制御することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態を適用した電子内視鏡の概略的な構成を示す図である。
【図２】ＣＭＯＳセンサの受光面の構成を示す図である。
【図３】本発明の第２の実施形態を適用した電子内視鏡の概略的な構成を示す図である。
【図４】第２の実施形態におけるＣＭＯＳセンサの制御を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の第１の実施形態を図面を参照して説明する。
　図１に示されるように電子内視鏡はスコープ１０とプロセッサ２０を有し、プロセッサ
２０にはモニタ３０が接続される。スコープ１０によって得られた被写体像はプロセッサ
２０において画像処理され、モニタ３０によって表示される。
【００１３】
　スコープ１０は可撓性のある挿入管１１を有し、挿入管１１内には光ファイバ１２と、
第１および第２の電気信号線１３、１４が設けられる。第１の電気信号線１３はＣＭＯＳ
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センサの電源用および出力信号の伝送用など複数の信号線から成る。光ファイバ１２の基
端部はプロセッサ２０の近傍まで延び、光ファイバ１２の先端部は挿入管１１の先端まで
延びる。挿入管１１の先端には対物レンズ１５が設けられ、対物レンズ１５の後方には、
撮像素子であるＣＭＯＳセンサ１６が設けられる。ＣＭＯＳセンサ１６の基板には電子回
路が組み込まれており、ＣＭＯＳセンサ１６は第２の電気信号線１４を介して電子回路に
入力される電気信号によって制御される。被写体Ｓは光ファイバ１２から出射される照明
光Ａによって照明され、ＣＭＯＳセンサ１６は照明光Ａの被写体Ｓによる反射光を受光し
て被写体像を撮像する。
【００１４】
　プロセッサ２０には、照明光Ａを出力する光源２１と、可視光以外の波長域の制御信号
光Ｂと出力する制御信号光発信器２２とが設けられる。光源２１と制御信号光発信器２２
は光ファイバ１２の基端部に対向しており、照明光Ａと制御信号光Ｂは光ファイバ１２を
介して伝送され、スコープ１０の先端から被写体Ｓに向けて照射される。照明光Ａは被写
体Ｓを照明するためであり、制御信号光ＢはＣＭＯＳセンサ１６の撮像動作の制御、すな
わち電子シャッタ速度や出力ゲイン等を変更するために用いられる。
【００１５】
　またプロセッサ２０には、センサ制御／画像処理部２３が設けられる。センサ制御／画
像処理部２３は第１の電気信号線１３を介してＣＭＯＳセンサ１６に電力を供給するとと
もに駆動信号（電気信号）を伝送し、ＣＭＯＳセンサ１６を駆動する。ＣＭＯＳセンサ１
６において生じた被写体像の画像信号は、第１の電気信号線１３を介してセンサ制御／画
像処理部２３に伝送される。画像信号はセンサ制御／画像処理部２３において画像処理さ
れ、モニタ３０により画像が表示される。またセンサ制御／画像処理部２３は第２の電気
信号線１４を介して、ＣＭＯＳセンサ１６の撮像動作（電子シャッタ速度の変更や出力ゲ
インの調整等）を制御することが可能である。
【００１６】
　さらにセンサ制御／画像処理部２３は、ＣＭＯＳセンサ１６の撮像動作のため、制御信
号光発信器２２に対して指令信号を出力することもできる。すなわちＣＭＯＳセンサ１６
の撮像動作の制御は第２の電気信号線１４を用いて行うことに加えて、後述するように光
ファイバ１２を用いて行うことも可能である。撮像動作の制御は通常、第２の電気信号線
１４を用いて行われ、第２の電気信号線１４に異常が生じたときに光ファイバ１２を用い
て行われる。これとは逆に、通常は光ファイバ１２を用い、光ファイバ１２に異常が生じ
たときに第２の電気信号線１４を用いるようにしてもよい。
【００１７】
　光ファイバ１２は上述のように照明光Ａと制御信号光Ｂを同時に伝送する。照明光Ａは
可視光であるが、制御信号光Ｂは可視光よりも波長が短く、例えば赤外光である。照明光
Ａと制御信号光Ｂは共に被写体Ｓに照射され、反射してＣＭＯＳセンサ１６によって受光
される。ＣＭＯＳセンサ１６の受光面３１には、次に述べるように照明光Ａの反射光を検
知する領域と、制御信号光Ｂの反射光を検知する領域とが設けられる。
【００１８】
　図２はＣＭＯＳセンサ１６の受光面３１を示す。受光面３１の中央の矩形の領域は照明
光Ａの反射光を検知する部分、すなわち被写体像を撮像するための撮像面３２である。撮
像面３２を囲繞する外周縁部に形成された領域は制御信号光Ｂの反射光を検知する部分、
すなわち制御信号光検出部３３である。制御信号光Ｂは照明光Ａと同様に、被写体Ｓに均
一に照射されるが、被写体によっては制御信号光Ｂを反射しにくいことがある。したがっ
て制御信号光Ｂの反射光を確実に検出するため、制御信号光検出部３３は撮像面３２の上
下および左右の縁部に形成される。
【００１９】
　制御信号光検出部３３は赤外光のみを検出するため、その表面には、可視光をカットす
るためのフィルタ（図示せず）が設けられる。同様に撮像面３２の表面には、被写体像の
色をできるだけ正確に検知できるようにするため、赤外カットフィルタ（図示せず）が設
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けられる。
【００２０】
　制御信号光検出部３３において検出された制御信号光ＢはＣＭＯＳセンサ１６において
電気信号に変換され、ＣＭＯＳセンサ１６の電子回路においてデコードされる。すなわち
電子回路において、レジスタの所定のアドレスには電子シャッタ速度あるいは出力ゲイン
の値を示すパラメータが格納されており、制御信号光Ｂの例えばパルス幅あるいはパルス
周期等にしたがって、アドレスが指定されるとともにパラメータが変更される。
【００２１】
　以上のように第１の実施形態によれば、ＣＭＯＳセンサ１６の撮像動作は第２の電気信
号線１４を介して伝送される電気信号に基づいて制御されるだけでなく、光ファイバ１２
を介して伝送される制御信号光Ｂに基づいて制御されることもできる。したがって第２の
電気信号線１４に不具合が生じた場合であっても、光ファイバ１２を用いてＣＭＯＳセン
サ１６の撮像動作を制御することができ、常に被写体の画像データを適切に検出すること
が可能になる。
【００２２】
　図３は第２の実施形態の電子内視鏡の構成を示している。第１の実施形態との違いは第
２の電気信号線１４が省略されている点であり、その他の構成は第１の実施形態と同じで
ある。すなわち第２の実施形態では、ＣＭＯＳセンサ１６の撮像動作の制御を電気信号線
を用いて行うことはできない。しかし、ＣＭＯＳセンサ１６の撮像動作の制御は光ファイ
バ１２を介して伝送される制御信号光Ｂのみによって行われるのではなく、次に述べるよ
うにＣＭＯＳセンサ１６内に設けられた自己制御回路によっても可能である。
【００２３】
　図４を参照してＣＭＯＳセンサ１６の制御を説明する。
　ステップ１０１ではＣＭＯＳセンサ１６が制御信号光を適切な状態で受光できるか否か
、すなわち光ファイバ１２による通信が可能であるか否かが判断される。これは、センサ
制御／画像処理部２３が制御信号光発信器２２に対してテスト信号を出力することによっ
て照射されたテスト信号光をＣＭＯＳセンサ１６が受光することによって行われる。
【００２４】
　光ファイバ１２による通信が可能であるとき、ステップ１０２へ進む。すなわちＣＭＯ
Ｓセンサ１６は、プロセッサ２０のセンサ制御／画像処理部２３の制御に従って光ファイ
バ１２から出力される制御信号光を受光する。ステップ１０３ではＣＭＯＳセンサ１６の
電子回路において、制御信号光に対応した電気的な制御信号が生成されるとともに、制御
信号がデコードされて撮像条件（電子シャッタ速度、出力ゲイン等）を記憶しているレジ
スタのパラメータが変更される。これにより、ＣＭＯＳセンサ１６の撮像条件が変更され
、ＣＭＯＳセンサ１６の撮像動作が制御される。
【００２５】
　ステップ１０３の実行の後、再びステップ１０１が実行される。すなわち、ステップ１
０１、１０２、１０３の動作が繰り返し実行される。この間にステップ１０１において、
光ファイバ１２による通信が不可能であると判断されると、ステップ１１０へ進み、ＣＭ
ＯＳセンサ１６の撮像動作はＣＭＯＳセンサ１６内に設けられた自己制御回路によって制
御されるように切り替えられる。
【００２６】
　ステップ１１０では像動作の制御モードがセンサ自己制御モードに切り替えられる。ス
テップ１１１では、ＣＭＯＳセンサ１６によって撮像データの明るさ検知され、撮像面全
体の輝度の平均値が求められる。ステップ１１２では、撮像データの明るさに基づいて、
電子シャッタ速度や出力ゲインの設定値を変更する必要があるか否かが判断される。撮像
データの明るさが不適切であり、電子シャッタ速度または出力ゲインを変更することが必
要であるときは、ステップ１１３へ進み、ＣＭＯＳセンサ１６の電子回路において、上述
したようにレジスタのパラメータが変更され、電子シャッタ速度または出力ゲインが変更
される。
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【００２７】
　ステップ１１３の実行の後、あるいはステップ１１２において撮像データの明るさが適
切であると判断されたとき、ステップ１１４において、ステップ１０１と同様に光ファイ
バ１２による通信が可能であるか否かが判断される。光ファイバ１２による通信が不可能
であると判断されたとき、ステップ１１１へ戻り、上述した動作が繰り返される。これに
対して、光ファイバ１２による通信が可能であるときは、ステップ１１５においてセンサ
自己制御モードが解除されるとともに、ステップ１０１へ戻り、光ファイバ１２を利用す
る制御モードに復帰する。すなわち自己制御回路がＣＭＯＳセンサ１６の撮像動作を制御
している間に、ＣＭＯＳセンサ１６が制御信号光を適切な状態で受光していると判断され
たとき、自己制御回路の駆動が停止され、撮像動作は制御信号光に基づいて制御されるよ
うに切り替えられる。
【００２８】
　以上のように第２の実施形態によれば、第１の実施形態と比較して、第２の電気信号線
１４（図１）を有しないので、この分だけスコープ１０の挿入管１１を細く成形すること
ができ、挿入管１１の可撓性を向上させることができる。また光ファイバ１２による通信
が不可能になった場合であっても、ＣＭＯＳセンサ１６の自己制御回路によって撮像動作
を制御することができるので、常に被写体の画像データを適切に検出することができる。
【符号の説明】
【００２９】
　１０　スコープ
　１２　光ファイバ
　１６　ＣＭＯＳセンサ
　２１　光源
　２２　制御信号光発信器
　３３　制御信号光検出部
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月27日(2016.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スコープとプロセッサとを備える電子内視鏡であって、
　被写体を照明するための照明光を出力する光源と、
　可視光以外の波長域の制御信号光を出力する制御信号発信器と、
　前記照明光と前記制御信号光を前記スコープの先端から前記被写体に向けて照射するた
めの光ファイバと、
　前記照明光の前記被写体による反射光を受光して、被写体像を撮像するＣＭＯＳセンサ
とを備え、
　前記ＣＭＯＳセンサの受光面の一部に、前記被写体によって反射された前記制御信号光
を受光するための制御信号光検出部が形成され、
　前記ＣＭＯＳセンサの撮像動作が前記制御信号光に基づいて制御されることを特徴とす
る電子内視鏡。
【請求項２】
　前記制御信号光の情報と前記ＣＭＯＳセンサの撮像条件に関するパラメータとが対応づ
けされて予め格納されており、前記制御信号光の情報に基づいて前記撮像条件を変更する
ことにより撮像動作を制御することを特徴とする請求項１に記載の電子内視鏡。
【請求項３】
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　前記撮像動作の制御は、電子シャッタ速度および出力ゲイン値の少なくとも何れかを調
整することにより行うことを特徴とする請求項２に記載の電子内視鏡。
【請求項４】
　前記受光面に前記被写体像を撮像するための撮像面が設けられ、前記制御信号光検出部
が前記撮像面を囲繞する外周縁部に形成されることを特徴とする請求項１に記載の電子内
視鏡。
【請求項５】
　前記制御信号光検出部の表面に、可視光をカットするフィルタが設けられることを特徴
とする請求項１に記載の電子内視鏡。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、スコープとプロセッサとを備える電子内視鏡であって、被写体を照明するた
めの照明光を出力する光源と、可視光以外の波長域の制御信号光を出力する制御信号発信
器と、照明光と制御信号光をスコープの先端から被写体に向けて照射するための光ファイ
バと、照明光の被写体による反射光を受光して、被写体像を撮像するＣＭＯＳセンサとを
備え、ＣＭＯＳセンサの受光面の一部に、被写体によって反射された制御信号光を受光す
るための制御信号光検出部が形成され、ＣＭＯＳセンサの撮像動作が制御信号光に基づい
て制御されることを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　好ましくは、制御信号光の情報とＣＭＯＳセンサの撮像条件に関するパラメータとが対
応づけされて予め格納されており、制御信号光の情報に基づいて撮像条件を変更すること
により撮像動作を制御する。撮像動作の制御は例えば、電子シャッタ速度および出力ゲイ
ン値の少なくとも何れかを調整することにより行う。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　好ましくは受光面に前記被写体像を撮像するための撮像面が設けられ、前記制御信号光
検出部が前記撮像面を囲繞する外周縁部に形成される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また制御信号光検出部の表面に、可視光をカットするフィルタが設けられてもよい。
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